
豊 田 市 ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 奨 励 補 助 金 交 付 要 綱  

  

（ 趣 旨 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、豊 田 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 ４ ５ 年 規 則 第 ３ ４

号 ）に 定 め る も の の ほ か 、危 険 な ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 を 行 う 者 に 対 す

る 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

 

（ 定 義 ）   

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。   

（ １ ） ブ ロ ッ ク 塀 等  れ ん が 造 、 石 造 、 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 そ の  

他 の 組 積 造 の 塀 （ 補 強 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 の 塀 を 含 む 。） を い

う 。   

（ ２ ） 所 有 者 等  ブ ロ ッ ク 塀 等 を 所 有 又 は 管 理 す る 個 人 又 は 法 人 を い  

う 。  

（ ３ ）撤 去  既 存 ブ ロ ッ ク 塀 等 を 除 却 す る こ と 又 は 避 難 路 沿 道 等 に 接 面

す る 最 高 の 高 さ を ４ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 下 に す る こ と を い う 。   

（ ４ ） 敷 地  ブ ロ ッ ク 塀 等 が 存 す る 一 団 の 土 地 を い う 。   

（ ５ ）避 難 路 沿 道 等  豊 田 市 地 域 防 災 計 画 又 は 豊 田 市 建 築 物 耐 震 改 修 促

進 計 画 に 位 置 付 け た 避 難 路（ 市 内 に お け る 住 宅 や 事 業 所 等 か ら 広 域

避 難 地 へ 至 る 経 路 等 ）の 沿 道 、豊 田 市 地 域 防 災 計 画 に 位 置 付 け た 避

難 地 の 敷 地 を い う 。   

（ ６ ）通 学 路  前 号 の 避 難 路 の う ち 、公 立 小 学 校 の 児 童 又 は 公 立 中 学 校

の 生 徒 が 通 学 す べ き 道 路 と し て 設 定 し た 道 路 を い う 。  

イ  小 学 校 に つ い て は 、集 合 地 点 か ら 学 校 の 出 入 口 ま で の 道 路 区 間

で あ る こ と 。  

ロ  中 学 校 に つ い て は 、概 ね ５ 人 が 合 流 す る 地 点 か ら 学 校 の 出 入 口

ま で の 道 路 区 間 で あ る こ と 。  

       

（ 補 助 金 の 交 付 目 的 ）   

第 ３ 条  こ の 補 助 金 は 、市 内 に 存 し 、地 震 等 の 際 に 倒 壊 す る お そ れ の あ

る 危 険 な ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、当 該

撤 去 を 促 し 、も っ て ブ ロ ッ ク 塀 等 の 倒 壊 か ら 人 命 及 び 財 産 を 守 り 、安

全 で 災 害 に 強 い ま ち づ く り の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

  

（ 補 助 対 象 者 ）   

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と の で き る 者 は 、ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去

を 行 お う と す る 所 有 者 等 と す る 。   

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、

補 助 金 を 交 付 し な い も の と す る 。   



（ １ ）所 有 者 等 が 、国 、地 方 公 共 団 体 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 団 体 で あ る

と き 。   

（ ２ ）対 象 と な る ブ ロ ッ ク 塀 等 が 、道 路 改 良 そ の 他 の 公 共 事 業 の 補 償 対

象 と な る と き 。  

（ ３ ） 公 共 側 の 負 担 に よ り ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 を 行 う と き 。   

（ ４ ）同 一 の 敷 地 に お い て 、過 去 に こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金 の 交 付 を 受

け て い る と き 。  

（ ５ ） 所 有 者 等 が 、 豊 田 市 税 を 滞 納 し て い る と き 。   

（ ６ ）所 有 者 等 が 、暴 力 団 員（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関

す る 法 律（ 平 成 ３ 年  法 律 第 ７ ７ 号 。以 下「 暴 対 法 」と い う 。）第 ２

条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。） で あ る と き 。   

（ ７ ）所 有 者 等 が 、暴 力 団（ 暴 対 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い

う 。 以 下 同 じ 。） で あ る と き 。   

（ ８ ） 所 有 者 等 が 、 暴 力 団 員 が 役 員 と な っ て い る 団 体 で あ る と き 。  

（ ９ ）所 有 者 等 が 、暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 と 密 接 な 関 係 を 有 し て い る 団 体

で あ る と き 。   

（ １ ０ ） そ の 他 市 長 が 補 助 金 の 交 付 が 適 当 で な い と 認 め る と き 。   

  

（ 補 助 事 業 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。）

は 、 次 の 要 件 を 全 て 満 た す も の を い う 。  

（ １ ）平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日 付 け 国 住 指 第 １ １ ３ ０ 号 に お い て 通 知 さ れ

た ブ ロ ッ ク 塀 等 の 点 検 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 又 は 愛 知 県 建 築 物 地 震 対

策 推 進 協 議 会 が 作 成 し た チ ェ ッ ク リ ス ト に よ る 点 検 の 結 果 、不 適 合

な 個 所 が 一 つ 以 上 あ る こ と 。  

（ ２ ）市 内 に 存 し 、避 難 路 沿 道 等 に 接 面 す る 高 さ １ メ ー ト ル 以 上 の ブ ロ

ッ ク 塀 等 （ 門 柱 を 除 く 。 以 下 同 じ 。） を 撤 去 す る 事 業 と す る 。  

 

（ 補 助 対 象 経 費 ）   

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 は 、 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 及 び 処 分

に 要 す る 工 事 費 等（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。以 下

「 工 事 費 等 」 と い う 。） と す る 。   

  

（ 補 助 金 の 額 ）   

第 ７ 条  補 助 金 の 額 は 、 工 事 費 等 と 撤 去 す る ブ ロ ッ ク 塀 等 の 延 長 に １ メ

ー ト ル 当 た り １ 万 ５ 千 円 を 乗 じ て 得 た 額 の い ず れ か 少 な い 額 に ３ 分

の ２ を 乗 じ た 額 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 金 の 額 は 、 ２ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。

た だ し 、通 学 路 に 面 す る ブ ロ ッ ク 塀 等 を 撤 去 す る も の に あ っ て は こ の

限 り で な い 。  



３  補 助 金 の 額 の 決 定 に 当 た っ て は 、算 出 さ れ た 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が

生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。   

  

（ 補 助 事 業 の 条 件 ）   

第 ８ 条  補 助 事 業 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 を 満 た さ な け れ ば な ら な い も の と

す る 。   

（ １ ）原 則 と し て 、同 一 敷 地 内 に お い て 避 難 路 沿 道 等 に 接 面 す る 場 所 に

存 す る 補 助 事 業 の 対 象 と な る ブ ロ ッ ク 塀 等 を す べ て 撤 去 す る こ と 。  

（ ２ ）ブ ロ ッ ク 塀 等 を 撤 去 し た 後 に 、倒 壊 等 に よ り 災 害 の 危 険 を も た ら

す お そ れ の あ る 垣 、柵 、塀 等 の 類 を 、同 一 敷 地 内 の 避 難 路 沿 道 等 に

接 面 す る 場 所 に 新 た に 設 け な い こ と 。た だ し 、避 難 路 沿 道 等 に 接 面

す る 最 高 の 高 さ が ４ ０ セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の も の に あ っ て は 、こ の

限 り で な い 。   

  

（ 交 付 の 申 請 等 ）   

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 交 付 申 請 者 」と い う 。）

は 、ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 奨 励 補 助 金 交 付 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）に 関 係 書

類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し 、補 助 事 業 に 関 す る 契 約 及 び 着 手 の 前 に 補 助

金 の 交 付 の 決 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  交 付 申 請 者 は 、交 付 決 定 内 容 に 変 更 が 生 じ る 場 合 は 、当 該 変 更 に 着

手 す る 前 に 、ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書（ 様 式 第 ２ 号 ）

に 関 係 書 類 を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  

（ 交 付 の 決 定 等 ）   

第 １ ０ 条   市 長 は 、前 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、そ の

内 容 を 審 査 し 、補 助 金 の 交 付 を 適 当 と 認 め た と き は 、予 算 の 範 囲 内 に

お い て 交 付 の 決 定 を し 、ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 奨 励 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

（ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 交 付 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。   

２  市 長 は 、本 補 助 金 の 交 付 事 務 に 必 要 な 内 容 に 関 し 、申 請 者 の 同 意 を

得 た 上 で 、法 人 ・ 任 意 団 体 等 の 場 合 は 市 税 の 収 納 状 況 を 、個 人 ・ 個 人

事 業 主 等 の 場 合 は 住 民 基 本 台 帳 の 閲 覧 及 び 市 税 の 収 納 状 況 を 確 認 す

る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、そ の 内 容 を

審 査 し 、変 更 を 適 当 と 認 め た と き は 、前 項 の 決 定 を 変 更 し 、ブ ロ ッ ク

塀 等 撤 去 奨 励 補 助 金 変 更 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ４ 号 ）に よ り 、交 付 申 請

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 補 助 事 業 の 中 止 ）   

第 １ １ 条  交 付 申 請 者 は 、自 己 の 都 合 に よ り 補 助 事 業 を 中 止 す る 場 合 は 、



直 ち に ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 事 業 中 止 届（ 様 式 第 ５ 号 ）を 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。   

 

（ 実 績 報 告 ）   

第 １ ２ 条  交 付 申 請 者 は 、補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、当 該 補 助 事 業 の

完 了 の 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 の 交 付 決 定 が

あ っ た 日 の 属 す る 年 度 の ２ 月 末 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、ブ ロ ッ ク

塀 等 撤 去 事 業 実 績 報 告 書（ 様 式 第 ６ 号 ）に 関 係 書 類 を 添 え て 、市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 額 の 確 定 及 び 交 付 ）   

第 １ ３ 条  市 長 は 、前 条 の 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た と き は 、そ の 内 容 を

審 査 し 、適 当 と 認 め た と き は 、交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、ブ ロ

ッ ク 塀 等 撤 去 奨 励 補 助 金 確 定 通 知 書（ 様 式 第 ７ 号 ）に よ り 、交 付 申 請

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  交 付 申 請 者 は 、前 項 の 通 知 を 受 け た と き は 、遅 滞 な く 請 求 し な け れ

ば な ら な い 。   

３  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 請 求 さ れ た と き は 、補 助 金 を 交 付 す る も

の と す る 。た だ し 、豊 田 市 耐 震 等 関 連 事 業 に 係 る 補 助 金 代 理 受 領 に 関

す る 事 務 取 扱 要 領 に 定 め る と こ ろ に よ り 、補 助 金 の 受 領 を 当 該 補 助 事

業 の 契 約 を 締 結 し た 者 へ 委 任 す る 場 合 は そ の 者 に 補 助 金 を 交 付 す る 。 

 

（ 交 付 決 定 の 取 消 し 等 ）   

第 １ ４ 条  市 長 は 、交 付 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 若 し く は 一 部 を 取 り 消 し 、又 は 既 に 交 付 し

た 補 助 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。   

（ １ ） 虚 偽 の 申 請 そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

（ ２ ）補 助 金 の 交 付 決 定 内 容 、当 該 決 定 に 付 し た 条 件 そ の 他 法 令 又 は こ

の 要 綱 に 違 反 し た と き 。   

（ ３ ）第 ４ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 か ら 第 ９ 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と が

判 明 し た と き 。   

（ ４ ） そ の 他 市 長 が 補 助 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た と き 。   

  

（ 交 付 申 請 者 の 責 務 ）   

第 １ ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け て ブ ロ ッ ク 塀 等 を 撤 去 し た 交 付 申 請 者

は 、撤 去 後 に お い て 、そ の 跡 地 を 含 む 同 一 敷 地 内 に お け る 避 難 路 沿 道

等 に 接 面 す る 場 所 を 、安 全 か つ 良 好 な 状 態 に 保 つ よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。   

  

（ 委 任 ）  



第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定

め る 。   

  

附  則   

（ 施 行 期 日 ）   

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

（ こ の 要 綱 の 失 効 ）   

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 同 日 以 前 に こ の 要 綱 の 規 定 に 基 づ き 、 交 付 申 請 が な さ れ た 補 助

金 に 関 し て は 、 同 日 後 も 、 な お 効 力 を 有 す る 。  

 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


